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★採用された時には、かならず労働条件を確認しましょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ－１．労 働 条 件 を確 認 しよう 

○ 労働条件の明示（労働基準法第１５条・パートタイム労働法第６条） 

使用者が労働者を採用する場合には，労働条件を明示する義務があります。 

 

＜明 示 す べ き 労 働 条 件＞ 

①労働契約の期間 

②就業の場所，従事すべき業務 

③始業・終業の時刻，所定労働時間を超える労働の有無，休憩時間，休日，休暇， 

交代勤務の場合の就業時転換 

④賃金（退職手当，⑦の臨時賃金除く）の決定，計算・支払方法，締切り・支払時期，昇給 

⑤退職（解雇の事由を含む） 

⑥退職手当が適用される労働者の範囲，退職手当の決定，計算・支払方法，支払時期 

⑦臨時に支払われる賃金（退職手当除く），賞与等，最低賃金 

⑧労働者に負担させるべき食費，作業用品その他 

⑨安全，衛生 ⑩職業訓練 ⑪災害補償，業務外の傷病扶助 ⑫表彰，制裁 ⑬休職 

 

※①～⑤については，書面の交付により明示しなければなりません。なお，パートタイム労働者に対しては①～

⑤に加えて，「昇給の有無」，「退職手当の有無」，「賞与の有無」についても書面の交付等により明示すること

が義務化されました。 

○ 就業規則 

…就業規則とは，労働者の労働条件や職場の規律を文章で明確に定めたもの。 

常時 10 人以上の労働者（パートタイム労働者を含む）を使用する事業主は，就業規則を作成し，労働基準監督

署に届け出する義務があります。 

就業規則は，見やすい場所に掲示するなどして，労働者に周知しなければなりません。 

【労働基準法第 89 条・106 条】 

＜必ず記載しなければならない事項＞ 

○始業・終業の時刻，休憩時間，休日，休暇，就業時転換   ○退職（解雇の事由を含む） 

○賃金（臨時賃金除く）の決定，計算・支払方法，締切り・支払時期  ○昇給 

 

＜定めがあれば記載しなければならない事項＞ 

○退職手当            ○臨時の賃金・最低賃金額    ○労働者への負担 

○安全，衛生           ○職業訓練              ○災害補償，業務外の傷病扶助 

○表彰，制裁（種類・程度）   ○その他事業場すべての労働者に適用される定め 

 

★就業規則の作成・届出・周知は使用者の義務です。 

Check!!

Ⅰ．働くときの基礎知識 
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休   暇 １．年次有給休暇  6 か月継続勤務した場合→     10 日 

             継続勤務 6 か月以内の年次有給休暇  （ 有 ・ 無 ） 
賃   金 １．基本賃金   時間給  （  830 円） 

２．諸手当の額又は計算方法（ 通勤 手当 7,350 円 ／ 計算方法：通勤定期券代の実費  ） 

３．所定時間外，休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 

  イ 所定時間外   法定休日（ 25 ）％，所定超（ 0 ）％ 

  ロ 休日    法定休日（ 35 ）％，法定外休日（   ）％ 

  ハ 深夜 （ 25 ）％ 

４．賃金締切日 （基本給）－毎月 20 日， （手当）－毎月 20 日 

５．賃金支払日 （基本給）－毎月 25 日， （手当）－毎月 25 日 

６．賃金支払方法 （  銀行振込                               ） 

 
 
 
 

退職に 

関する事項 
１．定年制 （ 有 （ 65 歳）， 無 ） ２．自己都合退職の手続き（退職する 14 日以上前に届け

出ること） ３．解雇の事由及び手続き 解雇については，原則として 30 日前に予告する。 
そ の 他 ・社会保険の加入状況 （ 厚生年金，  健康保険，  厚生年金基金）  その他（        ））

・雇用保険の適用 （  有  ，  無  ）・その他〔  ○○工業（株）就業規則による        〕

 
 

平成 23 年 5 月 1 日

宇都宮 太郎 殿 

○○市○○町○○番○○号 

事業所名称・所在地  ○○工業（株） 

使 用者 職 氏 名  代表取締役社長 鈴木 一郎 

契 約 期 間 ・期間の定めなし （平成  年  月  日より） 

・期間の定めあり （平成 23 年 5 月 13 日～平成 24 年 4 月 30 日） 

 １．契約更新の有無 

  イ 自動的に更新  ロ 更新する場合がありえる  ハ 更新しない 

 ２．契約の更新は，次のいずれかにより判断します 

・契約期間満了時の業務量    ・従事している業務の進捗状況    ・あなたの能力，勤務成

績，勤務態度・会社の経営状況    ・その他 （                            ） 

就業の場所 ○○工業（株）本社配送係 従事すべき業務の内容 製品の出荷管理全般 

始業・就業の 

時刻、休憩時間、

就業時転換 

１．始業・就業の時刻等  始業 （ 8 時 30 分）     終業 （ 17 時 00 分） 

２．休憩時間 （  60  ）分 

３．所定時間外労働（ 有 （１週 2 時間，1 か月 6 時間，1 年 60 時間）， 無 ） 

４．休日労働（ 有 （1 か月  日， 1 年  日， 無 ） 

休   日 ・定例日；毎週土・日曜日，国民の祝日，その他（ 8 月 11～15 日         ） 

（短時間労働者・派遣労働者；常用，有期雇用型） 

労 働 条 件 通 知 書 

７．労使協定に基づく賃金支払時の控除  （無，  有（ 所得税 ， 住民税 ，社会保険料 ）） 

８．昇 給 （ 有 （時期等                          ）， 無 ） 

９．賞 与 （ 有 （時期，金額等                      ）， 無 ） 

10．退職金（ 有 （時期，金額等                      ）， 無 ） 

※本通知書の交付は，労働基準法第 15 条に基づく労働条件の明示及び短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第 6

条に基づく文書（雇入通知書）の交付を兼ねるものであること。 

例 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 
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チ ェ ッ ク ポ イ ン ト 

② 始業・就業の時刻，休憩時間 

法定の労働時間は原則として１日8時間，1週40時間です。                      【労働基準法第32条】

※10 名未満の商業・サービス業などは特例措置あり。また，変形労働時間制を採用した場合も，特定の日・週について法定

労働時間を超えて労働させることができます。 

休   憩 

労働時間が 6 時間を超える場合は 45 分以上，8 時間を超える場合には 1 時間以上の休憩を労働時間の途中に与え

なければなりません。                                               【労働基準法第 34 条】

③ 休   日 

1 週間に 1 日（4 週間に 4 日）の休日の確保が必要です。                        【労働基準法第 35 条】

※ 休日に労働させる場合には，『36 協定』の締結・届出と３割５分増しの割増賃金を支払う必要があります。 

【労働基準法第 36 条・37 条】

④ 休   暇 

 

 

 

＜年次有給休暇＞ 

６か月間継続勤務し，全労働日の8割以上出勤した労働者に対して，10日間の有給休暇を与えなければなりません。 

     【労働基準法第39条】 

継続勤務年数 

（週３０時間以上） 
６か月 １年 ６か月 ２年 ６か月 ３年 ６か月 ４年 ６か月 ５年 ６か月 

６年 

６か月以上 

付与日数 １０日 １１日 １２日 １４日 １６日 １８日 ２０日 

⑥ 退職に関する事項 

 「退職に関する事項」については，退職の理由及び手続き，解雇の理由等を具体的に記載することになっています。 

 なお，定年制を設ける場合は，６０歳を下回ってはならないことになっています。 

① 契 約 期 間 

労働契約の期間は，期間の定めのないものを除き，一定の事業の完了に必要な時間を定めるもののほかは， 

３年（特定の業務に就く者を雇い入れる場合や，満６０歳以上の者を雇い入れる場合には５年）を超えてはなりませ

ん。 

また，期間の定めのある労働契約については，厚生労働大臣が定める「有期労働契約の締結，更新及び雇止め

に関する基準」に基づき，労働基準監督署長等は，使用者に対し，必要な助言・指導を行います。 

休 暇 
法 定 休 暇･･･法律が使用者に義務付け。年次有給休暇，生理休暇，産前産後休暇，育児・介護休業のこと。

法定外休暇･･･会社が独自の方針で与えるもの。慶弔休暇，結婚休暇，リフレッシュ休暇など。 

⑤ 賃   金 

法定労働時間を超える時間外労働には『36 協定』といわれる労使協定を監督署に届けるなどの手続きが必要になりま

す。なお，時間外労働に対しては，2 割 5 分増しの割増賃金を支払う必要があります。また平成 22 年 4 月１日より限度額

を超える時間外労働については，2 割５分を超える率とするように努めることとされ，さらに，1 ヶ月に 60 時間を越える時間

外労働については，割り増し賃金率が 5 割増し（ただし中小企業については，当分の間この引き上げが猶予されます）に

引き上げられました。                                           【労働基準法第３６条・３７条】 
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最低賃金法は，賃金の低廉な労働者について，賃金の最低額を保障することにより労働条件の改善を図り， 

もって労働者の生活の安定，労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保にするとともに，国民経済の健全 

な発展に寄与することを目的としています。 

 

★ 最低賃金には｢地域別最低賃金｣と｢特定（産業別）最低賃金｣があります。 

 地域別最低賃金 
各都道府県ごとに，産業や職種を問わず，すべての労働者及び使用者に適用

されます。 

 特定（産業別）最低賃金 原則，都道府県内の特定の産業について決定されます。 

 

      手当，賞与，時間外・休日・深夜割増を除く賃金に対して，常用・パートタイマー・アルバイトなどを問わず 

すべての労働者に適用されます。 

 

 

 

 

最 低 賃 金 の 件 名 
最低賃金額（時間

額） 
効力発生日 

地  域  別  最  低  賃  金 

栃  木  県  最  低  賃  金 ６９７円 平成２２年１０月７日 

特 定 （産 業 別）最 低 賃 金 

（18 歳 未 満 又 は 65 歳 以 上 の労 働 者 は栃 木 県 最 低 賃 金 が適 用 されます）      

塗 料 製 造 業 ８４６円 

は ん 用 機 械 器 具

生 産 用 機 械 器 具

業 務 用 機 械 器 具

製 造 業 

７８９円 

電 子 部品 ・デバイス・電 子 回 路製 造 業 

電 気 機 械 器 具， 

情 報 通 信 機 械 器 具， 

７８９円 

自 動 車 ・ 同 附 属 品 製 造 業 ７９３円 

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機 

機器具製造業，医療用機械器具・医療用品製造業 

光学機械器具・レンズ製造業，医療用計測器製造業 

時計・同部分品製造業 

７８９円 

各 種 商 品 小 売 業 ７５５円 

平成２２年１２月３１日

※栃木県の最低賃金はすべて時間額です。 

○ 栃 木 県 の最 低 賃 金 

○ 最 低 賃 金 
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 社会保険制度は，被用者（事業所等で使用される者）を対象とする職域保険と，被用者以外の自営業者等を

対象とする地域保険に大別され，医療，年金，雇用，労災，介護の５分野に分けられます。 

 

＜社会保険制度の分類＞ 

 職域保険（事業所等で使用される者） 地域保険（自営業者等） 

医療 健康保険 国民健康保険 

年金 厚生年金保険 国民年金 

労災 労働者災害補償保険 労災保険（特別加入） 

雇用 雇用保険  

介護 介護保険（４０歳以上） 

※上記以外に，各種共済，船員保険等があります。 

 

 

 

＜公的医療保険制度のしくみ＞ 

公的医療保険制度とは、加入者やその家族など（被扶養者）が、医療の必要な状態になったときに、公的機関な

どが医療費の一部負担をしてくれるという制度です。加入者が収入に応じて保険料を出し合い、そこから医療費を

支出するという仕組みになっています。  

日本では、すべての人が公的医療保険制度に加入することになっていて、これを「国民皆保険制度」とよんでいま

す。公的医療保険制度にはいくつかの種類があり、それぞれの職域などによって加入する制度が違っています。 

 

＜公的医療保険制度の種類と加入対象者＞ 

名称・種類 加入者（被保険者） 

組合管掌健康保険 主に大手企業の従業員と，その被扶養者 

全国健康保険協会

管掌健康保険 

主に中小以下の企業の従業員と，その被扶養者 

船員保険 船舶の船員と，その被扶養者 

健康保険（職域保険）

共済組合 国家公務員・地方公務員等 

国民健康保険 
国民健康保険 自営業者など 

（上記の健康保険（職域保険）に加入している人以外の人） 

 退職者医療制度 

会社などを退職して国民健康保険の被保険者となった６５歳未満の人

で，厚生年金保険・共済組合の加入期間が２０年以上ある人または４０

歳以降の年金加入期間が１０年以上の人（＝退職年金受給権者）と，

その扶養家族 

後期高齢者医療制度 
７５歳以上の人，または６５～７４歳の人で一定の障がいの状態にある

ことにつき広域連合の認定を受けた人 

 

Ⅰ－２．社 会 保 障 制 度 

○ 医 療 保 険 

○ 社 会 保 険 
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＜保険給付の内容＞ 

療養の給付 病院や診療所で診察を受けたり，処方箋により薬局で薬を出してもらったり，手術・入院

にかかる費用について，一部の窓口負担で済み，残りは保険から支給されます。 

・一定の金額（自己負担限度額）を超えた部分について払い戻しを行う高額療養費制度

があります。 

出産育児一時金 被保険者及びその被扶養者が出産した際にかかった費用の負担として一律の金額が支

給されます。 

・出産１人あたり４２万円（２００９年１０月より） 

出産手当金 被保険者が出産によって会社を休み，その間事業主から給料が受けられない場合，支

給の対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 年金制度は，公的年金と私的年金との２つに大きく分けられます。 

 公的年金･･･国民年金（基礎年金），厚生年金，共済組合 

 私的年金･･･企業年金，個人年金 

 

＜国民年金＞ 

国民年金は基礎年金として，２０歳以上６０歳未満のすべての人が加入し，それぞれの職業に応じて第１号

被保険者から第３号被保険者までのいずれかの被保険者になることが決められています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 年 金 保 険 

＜公的年金制度のしくみ＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
※厚生（共済）年金保険加入者である第２号被保険者は，上の図の１階部分の基礎年金給付とあわせ

て厚生年金保険の給付を受けることになります。 

お問い合わせ 

・全国健康保険協会事業については･･･ 全国健康保険協会 栃木支部  電話番号：616-1691

・国民健康保険については･･･ 宇都宮市 保険年金課  電話番号：632-2320 

２階

１階 第１号 第３号

自営業，自由業，
学生などが対象

第２号被保険者の
被扶養配偶者が
対象

第２号

保厚
険生
　 年
 　金

共
済
組
合

会社員，公務員
などが対象

基礎年金部分

上乗せ部分
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＜国民年金の被保険者・保険料＞ 

 被保険者 保険料 

第１号被保険者 

国内に住所のある（外国人も含む） 

２０歳以上６０歳未満の者で自営業

者，農業者，学生等 

定額（その年によって異なる） 

○ 保険料全額免除・半額免除・４分の１免除・４

分の３免除制度 

○ 学生の納付特例・若年者納付猶予制度あり 

○ 付加保険料※を納めることができる 

第２号被保険者 
被用者年金（厚生年金・共済組合）の

加入者 

厚生年金保険の保険料は，事業主と被保険者と

で折半で負担 

第３号被保険者 
第２号被保険者の被扶養配偶者で，２

０歳以上６０歳未満の人 

保険料負担なし 

 

＜厚生年金＞ 

厚生年金の適用は，事業所を単位として行われ，原則「常時５人以上の従業員を使用する事業所」と「常 

時従業員を使用する法人の事業所」は適用事業所となります。（従業員が４人以下の個人経営事業所と非適用

業種の個人経営事業所は適用しません。） 

厚生年金保険は，被保険者が，老齢・障害・死亡の状態になった時に給付されるものです。 

 

＜厚生年金保険の被保険者・保険料＞ 

被保険者 

厚生年金保険の適用を受ける適用事業所に雇用される７０歳未満の人 

ただし，勤めていても労働時間が通常の労働者の４分の３未満のパートやアルバイトの人

は被保険者とならない。 

保 険 料 総報酬制（月給とボーナスを含めた年間の総報酬を基準に保険料を徴収） 

 

 

 

 

 

 

 

業務中や通勤途上にケガや災害にあった場合に，治療の給付や休業補償等を行う制度です。 

 

＜適用の範囲＞ 

 

 

 

 

 

 

 

○ 労 災 保 険 （労 働 者 災 害 補 償 保 険 ） 

原則として，一人でも労働者を使用するすべての事業場に適用され，そこに働く人は，常用・臨時・パート

タイムなどの雇用形態に関係なくすべての労働者に適用されます。 

（ただし，農林水産業で労働者５人未満の個人経営の事業は当分の間任意加入） 

保険料は，事業主の全額負担となります。 

お問い合わせ： 宇都宮西年金事務所   電話番号：622-4281 

宇都宮東年金事務所   電話番号：683-3211
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＜給付の種類＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

失業中の生活の安定を図るための求職者給付のほか，再就職を促進する就職促進給付，失業の予防や雇 

用の促進を図るため能力開発の取組みを支援する教育訓練給付，職業生活の円滑な継続を援助する雇用継

続給付（高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付）等の各種事業を行っています。 

 

＜適用事業所・被保険者＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜求職者給付（一般被保険者）＞ 

受給できる人 原則として， 

・ 一般被保険者が失業したこと 

・ 離職日以前２年間に賃金支払基礎日数１１日以上の月が通算して１２か月以上あること

特例として， 

・ 倒産，解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた

方（特定受給資格者） 

・ 期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと，その他やむを得ない理由により離

職した方（特定理由離職者） 

は，離職の日以前１年間に賃金支払基礎日数１１日以上の月が６か月以上ある方も含む。） 

（特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準については，ハローワークにお問い合

せ下さい。） 

基本手当の日額 平均賃金の４５～８０％相当額 

受 給 額 受給期間（離職の日の翌日から１年間）内に所定給付日数※の限度内で基本手当が支給 

されます。 

お問い合わせ先 宇都宮労働基準監督署 電話６３３－４２５１

○ 雇 用 保 険 

イ) 業種・規模に関係なく労働者を使用するすべての事業所に適用されます。（ただし，農林水産業で労働者５人

未満の個人経営の事業は当分の間任意加入） 

ロ) 適用事業所に雇用される労働者であって「被保険者とならない者」に該当しない限りすべて被保険者となりま

す。（「被保険者とならない者」についてはハローワークにお問い合せ下さい。） 

ハ) 短時間就労者・派遣労働者であっても，次の要件①と②の両方を満たす方は被保険者となります。 

①３１日以上引き続き雇用されることが見込まれる者。 

②１週間の所定労働時間が２０時間以上あること。 

ニ) 保険料は，事業主と被保険者が一定の割合で負担します。 

・負傷・病気で治療する場合                           【療養（補償）給付】  

・負傷・病気の治療で働けず賃金を受けない場合               【休業（補償）給付】 

・負傷・病気が治った後に身体に一定の障害を残す場合          【障害（補償）給付】 

・死亡した場合                                    【遺族（補償）給付，葬祭料 （給付）】

・療養開始後 1 年６か月を経過しても治らず傷病等級に該当する場合 【傷病（補償）年金】 
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★早期に就職した人は，再就職手当が支給されます。 

 

※所定給付日数：離職時の年齢，離職事由，被保険者期間，就職困難者か否かにより給付日数が次の 

とおり定められています。 

 

①一般の離職者（②および③以外の理由の全ての離職者。定年退職者や自己都合退職者） 

算定基礎期間 １０年未満 １０年以上２０年未満 ２０年以上 

全年数 ９０日 １２０日 １５０日 

 

② 障害者等の就職困難者 

算定基礎期間

離職時年齢 
１年未満 １年以上 

４５歳未満 １５０日 ３００日 

４５歳から６５歳未満 １５０日 ３６０日 
 
 

③ 倒産，解雇等により，再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされたもの。（特定受給資格者） 

算定基礎期間

離職時年齢 
１年未満

１年以上５

年未満 

５年以上 

１０年未満 

１０年以上 

２０年未満 
２０年以上

３０歳未満 ９０日 ９０日 １２０日 １８０日 ― 

３０歳以上３５歳未満 ９０日 ９０日 １８０日 ２１０日 ２４０日 

３５歳以上４５歳未満 ９０日 ９０日 １８０日 ２４０日 ２７０日 

４５歳以上６０歳未満 ９０日 １８０日 ２４０日 ２７０日 ３３０日 

６０歳以上６５歳未満 ９０日 １５０日 １８０日 ２１０日 ２４０日 

※受給資格に係る離職の日が，平成２１年３月３１日から平成２４年３月３１日までの間である特定理由離職者（正

当な理由のある自己都合により離職した方であって，かつ，離職の日の以前２年間に賃金支払基礎日数１１日以上

の月が通算して１２か月以上ある方は除く。）については，特定受給資格者と同じ日数（上記③の表の日数）になり

ます。 

 

＜就職促進給付＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○就業促進手当 

・再就職手当･･・求職者給付の基本手当受給者が，所定給付日数の全てを給付される前に早期に再就職した場

合，または事業を開始した場合に支給残日数の一部を一時金として支給するもの。 

受 給 額 支給残日数 × （４０～５０％） × 基本手当日数    ※一定の上限あり 

受給要件 

・ 安定した職業に就くこと 

・ 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で，基本手当の支給残日数が，所定給付

日数の３分の１以上であること 等            ※他にも満たすべき要件があります 
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＜雇用継続給付＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜教育訓練給付＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 宇都宮公共職業安定所 電話６３８－０３６９

○高年齢雇用継続基本給付金 

６０歳以上６５歳未満の被保険者が，６０歳到達等時点に比べて，賃金が７５％未満に低下した状態で働き続け

る場合に受給できます。（雇用保険の被保険者であった期間が５年以上あることなどの要件があります） 

受 給 額 賃金額に応じて支給（最高で賃金の１５％） 

受給期間 ６０歳に到達した月から６５歳に達する月まで 

※ 雇用保険を受給し，６０歳以降に再就職した場合には高年齢再就職給付金 

 

○育児休業給付… １歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合，育児休業給付を受給できます。 

受 給 額 各支給対象期間（１か月）あたり，原則として休業開始時賃金日額 × 支給日数の４０％相当額

（ただし当分の間５０％）

受給要件 

・ 一般被保険者 

・ 育児休業開始日前２年間に賃金支払基礎日数１１日以上の月が１２か月以上ある 等 

                                        ※他にも満たすべき要件があります 

 

○介護休業給付･･･ 家族の介護をするための介護休業をした場合に，介護休業給付を受給できます。 

受 給 額 各支給対象期間（１か月）あたり，原則として休業開始時賃金日数 × 支給日数 × ４０％ 

受給要件 

・ 一般被保険者 

・ 介護休業開始日前２年間に，賃金支払基礎日数１か月間に１１日以上勤務した日が１２か

月以上ある 等 

                                       ※他にも満たすべき要件があります 

教育訓練給付制度とは，働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し，雇用の安定と再就職の促進を図ること

を目的とする雇用保険の給付制度です。 

支 給 額 指定教育訓練実施者に支払った教育訓練経費の２０％に相当する額（上限１０万円） 

受給条件 雇用保険の被保険者（在職者）または被保険者であった方（原則離職後１年間）が，厚生労働

大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合（被保険者期間が通算して３年以上あること

などの要件があります。） 

(当分の間，初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が１年以

上あれば可） 
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＜介護保険制度とは＞ 

介護保険制度は、40 歳以上の人全員を被保険者（保険加入者）とした、市町村（特別区を含む。以下、同じ）

が運営する、強制加入の公的社会保険制度です。  

 被保険者になると保険料を納め、介護が必要と認定されたときに、費用の一部（原則 10％）を支払って介護サ

ービスを利用できます。  

 介護保険制度は、従来の行政主導の措置制度（市町村が利用できるサービスなどを一方的に定める仕組み）

とは異なり、利用者が直接介護サービス事業者と契約をしてサービスを選択できる「利用者本位の仕組み」であ

ることが大きな特徴です。また、民間企業や市民参加の非営利組織など多様な事業者の参入が可能であること

も特色の一つです。 

 

＜介護保険の被保険者の分類と受給条件＞ 

被保険者の分類 年齢 保険料の徴収方法 

第１号被保険者 市町村の区域内に住所のある 65 歳以上の人 ・ 年金保険者が年金を支払う際に徴収 

・ 市町村に直接納入 

第２号被保険者 市町村の区域内に住所のある 40 歳以上 65 歳

未満の人で、医療保険に加入している人 
各医療保険者が賦課・徴収 

 

 

 

● 介 護 保 険 

お問い合わせ先 宇都宮市 高齢福祉課 ６３２－２９０７
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《 妊 産 中 》  

・妊娠２３週まで      ４週間に１回 

・妊娠２４週から３５週まで ２週間に１回 

・妊娠３６週以後出産まで  １週間に１回 

※ただし，主治医等がこれと異なる指示をした

場合は，その指示によります。 

《産後（出産後 1年以内）》 

主治医等が健康診査等を受ける

ことを指示したときは，その指示す

るところにより，必要な時間を確保

することができるようにしなけれ

ばなりません。 

① 妊娠中の通勤緩和           時差出勤，勤務時間の短縮等 

② 妊娠中の休憩             休憩時間の延長，休憩回数の増加等 

③ 妊娠中又は出産後の症状等への対応   作業の制限，勤務時間の短縮，休業等 

 
 
 
 
 

 

 

 

 事業主は，女性労働者が妊産婦のための保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確

保できるようにしなければなりません。                   【男女雇用機会均等法第１２条】 

 

★事業主は，女性労働者から申し出があった場合，原則として，次の回数のとおり，健康診査等の受診

時間の確保をしなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 妊娠中及び出産後の女性労働者が健康診査等を受け，主治医等から指導を受けた場合は、その指

導事項を守ることができるよう，事業主は、勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置を講じなければ

なりません。                                   【男女雇用機会均等法第１３条】 

 

 ★指導事項に応じた措置には，次のようなものが考えられます。 

 

 

 

 

☆ 主治医等の具体的な指導がない場合や必要な措置が不明確な場合は，事業主は、女性労働者を介して主

治医等と連絡を取り，産業医等の産業保健スタッフに相談するなどして適切な措置を取って下さい。 

☆ 主治医等の指導を的確に事業主に伝えることができるように，「母性健康管理指導事項連絡カード」が定め

られています。同カードの様式は，厚生労働省ホームページからダウンロードすることができます。また，ほと

んどの母子健康手帳に様式が記載されているので，それをコピーして使うことができます。 

  (http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-25-1.htm) 

 
 

 

 
産前は女性が請求した場合に６週間（多胎妊娠の場合は１４週間），産後は原則として８週間，女性を就

業させることはできません。ただし，産後６週間経過後に本人が請求し，医師が支障ないと認めた業務につ

いては就業させることができます。                                 

Ⅱ．仕 事 と家 庭 の両 立

Ⅱ－１．妊娠・出産 －働きながら安心して出産する環境を作るために－ 

○ 妊娠中及び出産後の女性労働者の健康管理に関する措置 

○ 産前・産後休業 【労働基準法第６５条】 
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妊娠中の女性が請求した場合には，他の軽易な業務に換えなければなりません。 

 

 

 

 

妊産婦等を妊娠，出産，哺育等に有害な業務に就かせることはできません。 

 

 

 

 

変形労働時間制がとられる場合にも，妊産婦が請求した場合には，１日及び１週間の法定労働時間を 

超えて労働させることはできません。 

 

 

 

 

妊産婦が請求した場合には，時間外労働，休日労働または深夜業をさせることはできません。 

 

 

＜妊娠，出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等＞ 

 女性労働者が妊娠，出産したことを退職理由とする定めをしたり，女性労働者が妊娠，出産，または産

前休業を請求したことその他の妊娠又は出産に関する事由を理由として，解雇その他の不利益取扱い

（※）をしてはなりません。                             【男女雇用機会均等法第９条】 

妊娠又は出産に関する事由 

・妊娠，出産したこと ・男女雇用機会均等法の母性健康管理措置や労働基準法の母性保護措置を求めた

り，受けたこと ・妊娠又は出産に起因する症状（つわりや妊娠悪阻，切迫流産等）により労務の提供ができ

ないこと，労働能率が低下したこと 等 

 

※ 不利益取扱いの例 

 〇解雇，雇止め 〇減給，賞与等の不利益な算定（妊娠・出産等の不就労期間を超えて賃金を不支 

給とする等） 〇退職，契約内容変更の強要 〇不利益な配置の変更（産前産後休業からの復帰時 

に原職又は原職相当職に就けない等） 〇降格 〇派遣先が派遣労働者の役務の提供を拒むこと 

（派遣元事業主に，妊娠した派遣労働者の交替を求める等）  等 

★妊娠中・出産後１年以内の女性労働者に対してなされた解雇は，事業主が，その解雇が妊娠・出産等が

理由ではないことを証明しない限り無効となります。 
 

○ 妊婦の軽易業務転換 

○ 妊産婦等の危険有害業務の就業制限 

○ 妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限 

○ 妊産婦の時間外労働，休日労働，深夜業の制限 

【労働基準法第６５条】 

【労働基準法第６４条の３】 

【労働基準法第６６条】 

【労働基準法第６６条】 

お問い合わせ 

・労働基準法に関するお問い合わせ 

 宇都宮労働基準監督署 電話番号：６３３－４２５１ 

・男女雇用機会均等法に関するお問い合わせ 

 栃木労働局雇用均等室 電話番号：６３３－２７９５ 
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対 象 １歳に満たない子を養育する男女労働者（※１） 

期 間 ・回 数 原則として子が１歳に達するまでの連続した期間（※２） 

原則として子１人につき１回（※３） 

手 続 き 申出方法：必要な事項を記載した書面（事業主が適当と認める場合は，ファクスまたは

電子メールでも可能）を原則として１か月前までに事業主に提出 

※１ 

 日々雇用者は除きます。 

 労使協定で対象外にできる労働者 

・ 勤続１年未満の労働者 

・ １年（１歳６か月までの育児休業の場合は，６か月）以内に雇用関係が終了する労働者 

・ 週の所定労働日数が２日以下の労働者 

 雇用期間の定めのある労働者であっても，申出時点において，次の①，②のいずれにも該当する

者は育児休業の対象となります。 

① 同一の事業主に引き続き雇用された期間が１年以上であること。 

② 子が１歳に達する日（誕生日の前日）を超えて引き続き雇用されることが見込まれること（子が

１歳に達する日から１年を経過する日までに労働契約期間が満了し，更新されないことが明らかで

ある者を除く。）

【育児・介護休業法第５～９条】 

Ⅱ-２．子育てをしながら働く方へ 

○ 育 児 休 業 制 度 

※２ 

●パパ・ママ育休プラス 

  ・両親がともに育児休業をするなど一定の要件を満たす場合は，原則１歳までから１歳２か月までに延

長できます（ただし，育児休業の期間〔女性の場合は産後休業と育児休業を合計した期間〕は１年間が限

度）。 

●１歳６ヶ月までの育児休業の延長 

  ・子が１歳以降，保育所に入れないなどの一定の要件を満たす場合は，子が１歳６ヶ月に達するまで

の間，育児休業を延長することができます。 

※３ 

●配偶者の出産後８週間以内の期間内に，父親等が育児休業を取得した場合には，特別な事情がなくて

も，再度の取得が可能です。 
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 生後満１年に達しない子を育てる女性は，休憩時間のほか，１日２回各々少なくとも３０分，その子を育てるた

めの時間を請求できます。 

 

 

 

事業主は，育児を行う一定範囲の労働者から請求があった場合には，所定外労働をさせてはいけません。 

対 象 ３歳に満たない子を養育する男女労働者（※１） 

請求方法 
１回の請求につき，１か月以上１年以内の期間について，開始予定日の１ヶ月前まで

に書面等で請求する。請求回数の制限なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業主は，育児を行う一定範囲の労働者から請求があった場合には，１か月について２４時間，１年につ

いて１５０時間を超える時間外労働（法定時間外労働）をさせてはいけません。 

対 象 小学校就学前の子を養育する男女労働者（※１） 

請求方法 
１回の請求につき，１か月以上１年以内の期間について，開始予定日の１か月前ま

でに書面等で請求する。請求回数の制限なし。 

 

 

 

 

 

 

 

事業主は，育児を行う一定範囲の労働者から請求があった場合には，深夜（午後１０時～午前５時）にお

いて労働をさせてはいけません。 

対 象 小学校就学前の子を養育する労働者（※１） 

請求方法 
１回の請求につき，１か月以上６か月以内の期間について，開始予定日の１か月前

までに書面等で請求する。請求回数の制限なし。 

 

 

 

○ 育 児 時 間 

○ 育 児 のための所 定 外 労 働 の免 除 【育児・介護休業法第１６条の８】 

○ 育児を行う労働者の時間外労働の制限 【育児・介護休業法第１７条】 

○ 育児を行う労働者の深夜業の制限 【育児・介護休業法第１９条】 

【労働基準法第６７条】 

※１ 

日々雇用者，労使協定により適用除外となる労働者（勤続１年未満の労働者，週の所定労働日数が２

日以下の労働者）は請求することができません。 

※１ 

日々雇用者，勤続１年未満の労働者，週の所定労働日数が２日以下の労働者は請求できません。 

※１ 

日々雇用者，勤続１年未満の労働者，保育等ができる同居家族がいる労働者，週の所定労働日数が２

日以下の労働者，所定労働時間のすべてが深夜にある労働者は請求できません。 
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事業主は，３歳未満の子を養育する労働者のために，１日の所定労働時間を原則６時間とする短時間勤務

の措置を講じなければなりません。（※１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小学校就学前の子を養育する労働者は，事業主に申し出ることにより，負傷や疾病にかかった子の看護ま

たは子に予防接種・健康診断を受けさせるために，休暇を取得することができます。 

対 象 小学校就学前の子を養育する労働者（※１） 

期 間 １年に５日まで(対象となる子が２人以上の場合は１０日まで) 

手 続 き 申出方法  口頭でも認められる 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 事業主は，労働者を転勤させようとする場合には，その育児の状況に配慮しなければなりません。 

 

 

 

事業主は，育児休業や子の看護休暇の申出をしたこと又は取得したことを理由として，労働者に対して解

雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。 

   また，所定外労働の免除，時間外労働の制限，深夜業の制限，所定労働時間の短縮等の措置について

も同様です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 短時間勤務制度（所定労働時間の短縮措置） 【育児・介護休業法第２３条】 

※１ 

日々雇用者，１日の労働時間６時間以下の労働者，労使協定により適用除外となる労働者（勤続１年未

満の労働者，週の所定労働時日数が２日以下の労働者等）は請求できません。 

○ 子 の 看 護 休 暇 制 度 【育児・介護休業法第１６条の２～１６条の３】 

○ 不利益取扱いの禁止 【育児・介護休業法第１０条，１６条の４】 

※１ 

日々雇用者，労使協定により適用除外となる労働者（勤続６ヶ月未満の労働者，週の所定労働日数が２

日以下の労働者）は請求することができません。 

○ 労 働 者 の配 置 に関 する配 慮 【育児・介護休業法第２６条】 

常時１００人以下の労働者を雇用する中小事業主について 

 平成２２年６月３０日時点で，常時１００人以下の労働者を雇用する事業主については，平成２４年６月３０日

まで短時間勤務制度（所定労働時間の短縮措置）及び育児のための所定外労働の免除の義務化が猶予さ

れ，平成２４年７月１日から適用されます。 

 それまでの間は，改正前の制度が適用され，１歳未満の子を養育する労働者について，次の①～⑤の制度

のいずれかの措置を，１歳から３歳未満の子を養育する労働者について，育児休業の制度または①～⑤の

いずれかの措置を講じなければなりません。 

①短時間勤務制度    ②フレックスタイム制度    ③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 

④所定外労働の免除制度    ⑤事業所内保育施設の設置運営等 
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ファミリー・サポート・センターは、子育ての援助をしたい人と、子育ての援助を受けたい人がお互いに会員に

なって助け合い、子どもたちの健やかな育ちを地域で援助していくための会員組織です。 
 
＜会員の条件＞ 

依頼会員 両方会員 協力会員 
育児の援助を受けたい方で宇都宮
市に在住・在勤でおおむね生後６か
月～１０歳までのお子さんを教育し
ている方。 

依頼会員・協力会員の両方をか
ねる方。 

育児の支援を行いたい方で宇都宮
市に在住し，心身共に健康で子育
てに熱意と意欲のある方。 

※協力・両方会員になるためには，保育に関する講習会（３日間）に参加していただきます。 
 
＜援助できる内容＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜安全と安心のために＞ 
   登録会員やお子さんが活動中に被害を被った場合に備えて「ファミリー・サポート・センター」補償保険に加

入しています。 
 
 
＜報酬等に関する主な基準＞ 

月曜日から金曜日までの午前７時から午後７時まで １時間あたり    ７００円 

土，日曜日，祝日及び年末年始並びに上記以外の時間 １時間あたり    ８００円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

病気又は病気やけがの回復期にあるため（医療機関による入院・治療の必要は無いが安静が必要），集団

保育が困難で，かつ，保護者の勤務の都合，傷病，事故，出産などの理由により家庭で育児を行うことができ

ない就学前の乳幼児および小学校 3 年生までの児童を，昼間お預かりする病児・病後児保育事業を実施して

います。 

 

利用期間 原則として７日以内 

定員 宇都宮乳児院･福田こどもクリニックは 1 日 4 人 ゆうゆう保育園は 2 人 ひばり保育園は 3 人

○ ファ ミリ ー・サポ ート・セン ター 

・ 保育園，幼稚園の開始前・終了後にお子さんを預かる 

・ 保育園，幼稚園への送り迎え 

・ 留守家庭児童会終了後お子さんを預かる 

・ 乳幼児を連れて出かけにくい時（冠婚葬祭，病院，参観日）などにお子さんを預かる。 

・ 病気が治っても集団生活がちょっと無理なような時などにお子さんを預かる。 

・ その他資格取得や研修の時などお子さんを持つすべての方が援助を受けられます。 

お問い合わせ 

宇都宮市ファミリーサポートセンター 

電話番号：616-1571 ファクス：616-1572

○ 病 児 ・病 後 児 保 育 事 業 
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利用料 
１日につき 2,500 円（昼食・おやつ代込） 
ただし，生活保護および市民税非課税世帯の方は，使用料が免除になります。 

申込方法 
直接，実施施設へ。なお，利用にあたり，利用申請書と医師の診療情報提供書（利用連絡所）が必
要です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 共働きなどで昼間不在になってしまうご家庭の児童（主に小学 1 年から 3 年）を対象に、放課後にお

ける安全・安心な生活の場を提供します。  

 専任指導員が仲間づくりや遊びを通してしつけなどの指導をします。  

 開設時間は次のとおりです。ただし、各会により異なる場合がありますので、直接、各会にお問い合

わせください。 

 月曜日から金曜日 午後 1 時から午後 6 時 

 土曜日 午前 9 時から午後 5 時 

学校長期休業時 

 月曜日から土曜日 午前 9 時から午後 5 時 

    

 子どもの家では、乳幼児とその保護者の方に交流の場を提供し、子育て支援を行っています。 

（注）一部の子どもの家を除く。  

 開設時間は次のとおりです。 

 月曜日から金曜日 午前 10 時から正午（学校長期休業中を除く）  

 
 

○ 子 どもの家 ・留 守 家 庭 児 童 会 

お問い合わせ 

教育委員会事務局 生涯学習課 家庭・地域連携グループ 

電話番号:028-632-2674 ファクス:028-639-2675

お問い合わせ 

子ども部 保育課 事業支援グループ 

電話番号:028-632-2392 ファクス:028-638-8941
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対 象 要介護状態の対象家族の介護等を行う労働者（※１） 

期 間 １年に５日まで（対象家族が２人以上の場合は年１０日まで） 

手 続 き 申出方法：口頭でも認められる 

事業主は，業務の繁忙等を理由に，子の看護休暇や介護休暇の申出を拒むことはできません。 

対 象 要介護状態（※１）にある対象家族（※２）を介護する労働者（※３） 

期間・回数 

期間：対象家族１人につき通算９３日まで（勤務時間の短縮等の措置が講じられ

ている場合はそれとあわせて９３日） 

回数：対象家族１人につき，要介護状態に至ることに１回（※４） 

手 続 き 
申出方法：必要な事項を記載した書面（事業主が適当と認める場合は，ファクスまたは

電子メールでも可能）を原則として２週間前までに事業主に提出 

【育児・介護休業法第１１～１５条】 

Ⅱ-３．介護をしながら働く方へ 

○ 介 護 休 業 制 度 

○ 介 護 休 暇 制 度 【育児・介護休業法第１６条の５～１６条の６】

※１ 

「要介護状態」とは，負傷，疾病または身体上もしくは精神上の障がいにより２週間以上の期間にわたり

常時介護を必要とする状態 

※４ 

２回目の介護休業ができるのは，要介護状態から回復した対象家族が，他の事由により再び要介護状

態に至った場合です。３回目以降も同様です。 

※３ 

・雇用期間の定めのある労働者であっても，申出時点において，次の①，②のいずれにも該当する者は

介護休業の対象となります。 

① 同一の事業主に引き続き雇用された期間が１年以上であること。 

② 介護休業開始予定日から９３日を経過する日（９３日経過日）を超えて引き続き雇用されることが見

込まれること。（９３日経過日から１年を経過する日までに労働契約期間が満了し，更新されないことが

明らかである者を除く。） 

※２ 

「対象家族」とは，配偶者（事実婚を含む），父母，子，配偶者の父母，同居し，かつ扶養している祖父母，

兄弟姉妹及び孫 
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事業主は，家族介護を行う一定範囲の労働者から請求があった場合には，１か月について２４時間， 

１年について１５０時間を超える時間外労働（法定時間外労働）をさせてはいけません。 

対 象 要介護状態にある対象家族を介護する労働者（※１） 

請求方法 
１回の請求につき，１か月以上１年以内の期間について，開始予定日の１か月前ま

でに書面等で請求する。請求回数の制限なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業主は，要介護状態にある対象家族を介護する労働者のために，次のいずれかの措置を講じなくて

はなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業主は，家族介護を行う一定範囲の労働者から請求があった場合には，深夜（午後１０時～午前５

○ 家族介護を行う労働者の時間外労働の制限 【育児・介護休業法第１８条】 

○ 家族介護を行う労働者の深夜業の制限 【育児・介護休業法第２０条】 

○ 短 時 間 勤 務 制 度 等 の措 置 【育児・介護休業法第２３条】 

介護のための勤務時間の短縮等の措置が受けられる日数は，介護休業と通算して９３日までとなり

ます。要介護状態から回復した家族が，再び要介護状態に至った場合には，この範囲で再度措置が

受けられます。３回目以降も同様です。 

★ 介護休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置の内容については，介護を必要とする期間，回数，

対象となる家族の範囲等について法で定められた最低基準を上回るものとすることが，事業主の努力

義務として求められています。             【育児・介護休業法第２４条第２項】 

※１ 

・以下に該当する労働者は対象外となります 

1. 日々雇用される労働者 

2. 勤続１年未満の労働者 

3. 週の所定労働日数が２日以下の労働者 

○ 短時間勤務制度         ○ フレックスタイム制度 

○ 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ ○ 介護サービス費用の助成等    

※１ 

日々雇用者，労使協定により適用除外となる労働者（勤続６ヶ月未満の労働者，週の所定労働日数が２

日以下の労働者）は請求することができません。 
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時）において労働をさせてはいけません。 

対 象 要介護状態にある対象家族を介護する労働者（※１） 

請求方法 
１回の請求につき，１か月以上６か月以内の期間について，開始予定日の

１か月前までに書面等で請求する。請求回数の制限なし。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

事業主は，労働者を転勤させようとする場合には，その家族の介護の状況に配慮しなければなりません。 

 
 
 
 
 事業主は，介護休業や介護休暇の申出をしたこと又は取得したことを理由として，労働者に対して解雇そ

の他不利益な取扱をしてはなりません。 

 また，時間外労働の制限，深夜業の制限，短時間勤務制度の措置についても同様です。 

 

 

 

 

 

○ 労働者の配置に関する配慮 【育児・介護休業法第２６条】 

※１ 

以下に該当する労働者は対象外となります。 

1. 日々雇用される労働者 

2. 勤続１年未満の労働者 

3. 介護ができる同居の家族がいる労働者 

介護ができる同居の家族とは，１６歳以上であって， 

(ア) 深夜に就労していないこと（深夜の就労日数が１か月につき３日以下の者を含む） 

(イ) 負傷，疾病または心身の障がいにより介護が困難でないこと 

(ウ) 産前産後でないこと 

    のいずれにも該当する者をいう。 

4.  週の所定労働日数が２日以下の労働者 

5.  所定労働時間の全部が深夜にある労働者 

○ 不 利 益 取 扱 い の 禁 止 【育児・介護休業法第１６条，１６条の７】

常時１００人以下の労働者を雇用する中小事業主について 

 平成２２年６月３０日時点で，常時１００人以下の労働者を雇用する事業主については，平成２４年６月

３０日まで介護休暇の義務化が猶予され，平成２４年７月１日から適用されます。 
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ワーク・ライフ・バランスとは，人それぞれの希望に応じて，「仕事」と，子育てや親の介護，地域活動等の

「仕事以外の生活」の調和がはかれる状態をいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「バランス」とは，仕事と生活の時間的なバランスだけを指すのではありません。また，仕事と生活の割合

が５：５になることを目指しているのでもありません。仕事を一生懸命頑張りたい人や，家族との時間を大切

にしたい人など，人によって何が重要であるかは異なります。各自が希望する形でそのバランスを決められ

ることが重要です。 

 

 

 
 

 少子高齢化が進み，人口が減少していけば，これまで以上に，仕事と仕事以外（子育て・介護，地域活

動等）の役割を担う必要のある人が増えていきます。労働人口も減少しますので，企業としても，女性や高齢

者などをもっと活用する必要があります。また，消費者ニーズの多様化や社会経済情勢の変化が加速する

中で，企業は，多様な人材を活用し，こうした変化に対応していく必要にも迫られています。仕事以外の役割

を抱える多様な人材を活用するためには，企業における働き方を見直し，多様な働き方を可能とする必要が

あるのです。 

 
 
 

Ⅱ-４．ワーク・ライフ・バランスについて 

○ 「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」とは 

○ 「仕事」と「生活」の「調和」とはどのような状態のこと？ 

○ なぜ「ワーク・ライフ・バランス」が必要なのか 

お問い合わせ先 

・栃木労働局 雇用均等室 ６３３－２７９５ 

・宇都宮市 男女共同参画課 ６３２－２３４６ 
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職場におけるセクシュアルハラスメント防止のために必要な措置の実施を事業主に義務付けています。 

                                 【男女雇用機会均等法第１１条】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ － １ ． 職 場 に お け る ト ラ ブ ル 

Ⅲ．働いていて困ったとき 

○ セ ク シ ュ ア ル ・ ハ ラ ス メ ン ト 

お問い合わせ・相談先 

栃木労働局雇用均等室 電話：６３３－２７９５

◎「職場におけるセクシュアルハラスメント」とは 

 職場において，意に反する性的な言動を拒否したことによって，解雇や降格，減給などの不利益を受ける

こと（対価型セクシュアルハラスメント）や，意に反する性的な言動によって就業環境が不快なものとなり，

能力の発揮に大きな悪影響が生じること（環境型セクシュアルハラスメント）をいいます。 

◎「セクシュアルハラスメント防止のために必要な措置」とは 

・ セクシュアルハラスメント防止に関する事業主の方針の明確化及び労働者への周知・啓発 

・ 相談窓口の設置や相談に適切に対応するために必要な体制の整備 

・ 相談があった場合の事実関係の迅速かつ正確な確認と適正な対応 

・ 相談者や行為者等のプライバシーを保護し，相談したことや事実関係の確認に協力したこと等を理

由に不利益な取扱いをしない旨を定めて労働者へ周知・啓発 

⇒セクシュアルハラスメントのない職場にするために 

  女性に対しても男性に対しても，セクシュアルハラスメントは起こりえます。お互いを尊重して，一

人一人が自分の言動に注意するとともに，同僚が被害者や加害者になってしまわないように，職場環

境に注意しましょう。 

⇒セクシュアルハラスメントの被害にあった場合は 

・不快と感じる性的な言動を受けたときは，はっきりと拒絶の意思表示をしましょう。我慢したり，無

視したりすると事態をさらに悪化させてしまうかもしれません。 

・速やかに会社の相談窓口や信頼できる上司に相談し，会社としての対応を求めましょう。取引先

や顧客などからセクシュアルハラスメントを受けた場合も，自分の勤める会社に相談してください。

労働組合がある場合は，労働組合に相談する方法もあります。 

・会社で対応してもらえない場合や社外で相談したいときは，会社の所在地を管轄する都道府県労

働局雇用均等室にご相談ください。相談はすべて無料です。 

お問い合わせ・相談先 

栃木労働局雇用均等室 電話：６３３－２７９５
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＜「パワーハラスメント」とは＞ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 募集・採用，配置（業務の配分・権限の付与を含む）・昇進・降格・教育訓練，住宅資金の貸付けなどの

福利厚生の措置，職種・雇用形態の変更，退職の勧奨，定年・解雇・労働契約の更新について，性別を

理由とした差別的取扱いをすることは禁止されています。       【男女雇用機会均等法第５，６条】 

 性別以外の事由を要件とする措置でも，実質的に性別を理由とする差別となるおそれがあるものとして

省令で定める以下の３つの措置については，業務遂行上の必要などの合理的な理由がない場合には，

間接差別として禁止されています。                       【男女雇用機会均等法第７条】 

 

 

 

 

 

 

    ※上記の３つのケース以外については均等法違反ではありませんが，裁判において，間接差別として違

法と判断される可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 性 別 に よ る 差 別 

◎「合理的な理由がない場合，間接差別として禁止される措置」とは 

 ①募集・採用に当たり，労働者の身長，体重又は体力を要件とすること 

 ②コース別雇用管理における総合職の募集・採用に当たり，転居を伴う転勤に応じることができるこ

とを要件とすること 

 ③昇進にあたり，転勤の経験があることを要件とすること 

⇒男女雇用機会均等法に違反する取扱いを受けた場合は 

  ・会社の人事担当者や信頼できる上司に相談し，会社としての対応を求めましょう。労働組合が

ある場合は，労働組合に相談する方法もあります。 

  ・会社で対応してもらえない場合や社外で相談したいときは，会社の所在地を管轄する都道府県

労働局雇用均等室にご相談ください。相談はすべて無料です。 

お問い合わせ・相談先 

栃木労働局雇用均等室 電話：６３３－２７９５

○ パ ワ ー ・ ハ ラ ス メ ン ト 

パワ―ハラスメント（パワハラ）とは、上司の部下に対する行き過ぎた指導、叱責、罵倒など、職権や利権

などの見えない力を利用し、本人の人格や尊厳を傷つけるような言動や行為を行い、本来の業務における責

任を逸脱するような要求を行うことを指します。  

パワハラを受けた際は、会社の相談窓口担当者に相談する等、会社としての対応を求めることが大切です。

また会社で対応してもらえない場合や、社外で相談したいときは、法テラス等に相談することもできます。 

お問い合わせ先 法テラス 栃木 ０５０－３３８３－５３９５
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労働者と会社との間で，職場における男女均等取扱い（妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いやセクシュ

アルハラスメントも含む），育児・介護休業（育児休業等を理由とする不利益取扱いも含む），パートタイム労働

者の雇用管理について民事上のトラブルが生じた場合，当事者（労働者又は事業主）の申出により，トラブル

の早期解決のための援助を行っています。（非公開・無料） 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

※紛争解決には，当事者双方の譲り合い，歩み寄りが大切です。歩み寄りが見られない場合は，打ち切りとなる

場合もあります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 都道府県労働局長による援助，調停委員による調停 

Ⅲ－２．トラブルの解 決 に向 けて 

①労働局長による援助 

 雇用均等室に援助の申出⇒雇用均等室が，当事者（労働者，事業主）双方から事情を聴き，紛争の

解決に必要な助言，指導等の援助を実施⇒当事者双方が歩み寄り，問題解決！ 

【男女雇用機会均等法第１７条，育児・介護休業法第５２条の４，パートタイム労働法第２１条】

②調停会議による調停 

 雇用均等室に調停申請書を提出⇒調停委員（弁護士や学識経験者等の専門家）が，当事者（労働

者，事業主）双方から事情を聴き，紛争解決の方法として調停案を作成し，当事者双方にお勧め 

⇒当事者双方が調停案を受諾し，問題解決！ 

【男女雇用機会均等法第１８条，育児・介護休業法第５２条の４，パートタイム労働法第２２条】

お問い合わせ・相談先 

栃木労働局雇用均等室 電話：６３３－２７９５
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Ｑ 雇用関係のトラブルで悩んでいます。裁判所に訴訟又は調停などの申立てをしたいのですが，どのような

書類が必要でしょうか？ 

Ａ 申立てにあたっては，申立書（訴訟を起こす場合は「訴状」といいます。），申立手数料（収入印紙）及び郵
便切手，相手方が法人の場合には登記事項証明書が必要です。 

また，申立ての際には，雇用関係の詳細が明らかになる次のような基本的な書類のうち，入手可能なもの
を用意してください。 

・雇用関係がどのようなものか分かる書類 ⇒ 雇用契約書，就業規則の写しなど 
・賃金の額がわかる書類 ⇒ 給料，賞与などの支払明細書，源泉徴収票や求人広告など 
・その他請求を裏付ける書類 ⇒ 解雇通知書など 

簡易裁判所の手続 

 
地方裁判所の手続 

 

話合いで円満解決したい 

 話合いによる解決を目指す非公開の

手続です。 

 裁判所の調停委員会が話合いを進め

ます。 

 簡易裁判所で受け付けています。

３回以内の期日で，早期に柔軟な解決を図る手続 

 労働審判官（裁判官）１人と労働審判員２人で構

成された労働審判委員会が，双方の言い分や証

拠を基に審理し，トラブルの実情に合った解決案

を示す手続です。 

 手続の中で調停も試みます。 

 労働審判に対し，異議申立てがあれば，訴訟に移

行します。 

地方裁判所（本庁）で行います。

どちらの言い分が正しいのか裁判所で判断してほしい 

 法廷で当事者双方が自分の言い分や証拠を十分に出し合い，裁判所がどちらの言い分が正しいかを判決

等で最終的に判断する手続です。 

 訴訟手続の途中で双方の合意ができれば，和解によって終了することもあります。 

 求める金額によって取り扱う裁判所が異なります。（１４０万円を超える場合→地方裁判所，１４０万円以下

の場合→簡易裁判所）

６０万円以下の金銭の支払を

求める場合の特別コース 

 原則として，審理を１回の

期日で終わらせて，直ちに

判決をする手続です。 

 簡易裁判所で行います。 

判決が出るまでの仮の措置 

 判決が出るまでの間，給料がもらえないため生活に困るなど著

しい損害が生じる場合に，相手方の言い分を聴いた上で，仮の

支払などを命ずることを求める手続です。 

 取り扱う裁判所は，原則として，訴訟の場合と同じです。 

調 停 労 働 審 判 

訴 訟 

少 額 訴 訟 仮 処 分 

○ 裁 判 所 で 解 決 す る に は 

＜裁 判 所 の手 続 Ｑ＆Ａ＞ 
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Ｑ どこの裁判所に申立てをすればいいのですか？ 

Ａ 原則として，相手方の住所や営業所のある地域を担当する裁判所に申立てをします。 

 

Ｑ 申立書の書き方などが簡単に分かる方法はありませんか？ 

Ａ 簡易裁判所の窓口には，訴状や調停申立書の用紙が備え付けられているほか，一部は裁判所のウェブサ
イトからダウンロードすることもできます。お近くの簡易裁判所にお尋ねください。地方裁判所の手続につい
ては，お近くの地方裁判所にお尋ねください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

＜労働審判制度の特徴＞ 

＜労働審判制度イメージ図＞ 

労働審判制度は，解雇や賃金の不払いなど，労働者個人と使用者との間の紛争を速やかに解決することを 
目的に，平成１８年４月から地方裁判所（本庁）で行っている制度です。 
① 個別労働紛争が対象  

・事業主と個々の労働者との間の労働関係に関するトラブルの解決に利用できます。 
② 労働関係の専門家が関与  

・雇用関係の実情や労使慣行等に関する詳しい知識と豊富な経験を持つ労働審判員が，中立かつ公正 
な立場で，審理・判断に加わります。 

③ ３回以内の期日で決着  
・原則として３回以内の期日で審理（調停を含む。）を終えます。 

④ 事案の実情に即した柔軟な解決  
・調停を試み，調停による解決に至らない場合には，審理の結果認められた当事者間の権利関係と手続の
中で現れた諸事情を踏まえ，事案の実情に即した判断（労働審判）を行い，柔軟な解決を図ります。 

⑤ 異議申立て等で訴訟移行  
・労働審判に対する異議申立てにより，労働審判が失効した場合や，労働審判委員会が，労働審判を行うこ
とが不適当であると判断し，労働審判事件を終了させた場合等は，訴訟へ移行します。 

★労働審判制度の利用にあたっての留意点 
3 回以内の期日で集中して審理を行う労働審判手続においては，当事者が，早期に的確な主張・立証を行う
ことが重要です。そのためには，当事者は，必要に応じて，法律の専門家である弁護士に相談をすることをお
考えください。 

申
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て 

労

働

審

判 

異
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第
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期
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 ①解雇，配置転換，出向，雇止め，労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争 

 ②事業主によるいじめに関する紛争 

 ③会社分割による労働契約の継承，同業他社への就業禁止等の労働契約に関する紛争 

 ④募集・採用に関する紛争 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

専門的な知識と豊富な経験をもつ委員（公益委員，労働者委員及び使用者委員）が皆さんの抱えるトラブルを

解決するお手伝いをします。（手数料等の費用は無料） 

解決方法 
個別労働関係紛争 

のあっせん 
労働争議の調整 不当労働行為の審査 

概 要 例えば 

①会社から不当に解雇された

②賃金を一方的に引き下げら

れた 

③職場でセクハラをされて困っ

ているなど 

労働者個人と使用者との間

のトラブルを円満に解決す

るお手伝いをします。 

例えば 

①団体交渉を申し入れたが，会社側が

応じてくれない 

②一時金について団体交渉をしていた

が，会社側から一方的に打ち切られ

たなど 

労働組合と会社経営者・個人事業主

との間でトラブルを円満解決するお手

伝いをします。 

例えば 

①労働組合員であることを理由に会社から

解雇された 

②会社に団体交渉を申し入れたところ，会社

が正当な理由もなく拒否したり，誠実な交

渉をしないなど不当労働行為が行われた

と判断した場合には，使用者に一定の行

為を命じ，正常な労使関係の回復を図りま

す 

特 徴 手続きも簡単で早く処理で

きます。 

処理日数は，早いもので１

か月程度です。 

 あっせん・調停・仲裁の３種類の手段

がありますが，あっせんが最も簡単で早

く処理できます。 

 処理日数は，1 か月程度です。 

 事件によって違いますが，裁判に類似した

慎重な手続きで進めますので，申立てからお

おむね１年６か月以内で処理することを目標

としています。 

○ 労働委員会（栃木県労働委員会）

職場における 

ト ラ ブ ル  

「総合労働相談コーナー」にご相談ください。 

・関連する法令・判例等の情報提供 

・『助言・指導』制度についての説明 

・『あっせん』制度について説明 

労働局長による 

『助言・指導』の実施 

解 決 解決せず 

終 了 他の紛争解決機関を案内 

＊無料で非公開 

＊労使問題の専門家が進行 

（あっせん委員） 

紛争調整委員会による 

『あっせん』の開催 

解決せず 解 決 

終 了 

○ 栃木労働局による助言・指導，紛争調整委員会によるあっせん 

お問い合せ 栃木労働局総務部企画室 ６３４－９１１２

手 続 き の 流 れ 
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 使用者からの申し出による一方的な労働契約の終了を解雇といいますが，解雇は，使用者がいつでも自由

に行えるというものではなく，解雇が客観的に合理的な理由を欠き，社会通念上相当と認められない場合は，

労働者を辞めさせることはできません（労働契約法第１６条）。すなわち，解雇するには，社会の常識に照らして

納得できる理由が必要なのです。 

 例えば，解雇の理由として，勤務態度に問題ある，業務命令や職務規律に違反する等，労働者側に落ち度

がある場合が考えられますが，１回の失敗ですぐに解雇が認められるということはなく，労働者の落ち度の程

度や行為の内容，それによって会社が被った損害の重大性，労働者が悪意や故意でやったのか，やむを得な

い事情があるか等，さまざまな事情が考慮されて，解雇が正当かどうか，最終的には裁判所において判断され

ます。 

 また，労働契約法だけでなく他の法律においても，一部の場合については解雇が明示的に禁止されています。

（以下，主なもの） 

【労働基準法】 

・ 業務上災害のため療養中の期間とその後３０日間の解雇 

・ 産前産後の休業期間とその後３０日間の解雇 

・ 労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇 

【労働組合法】 

・ 労働組合の組合員であること等を理由とする解雇 

【男女雇用機会均等法】 

・ 労働者の性別を理由とする解雇 

・ 女性労働者の結婚・妊娠や出産等を理由とする解雇 

【育児・介護休業法】 

・ 労働者が育児・介護休業を申し出たこと，又は育児・介護休業をしたことを理由とする解雇 

 また，使用者は，就業規則に解雇事由を記載しておかなければなりません。 

 そして，合理的な理由があっても，解雇を行う際には使用者は少なくとも３０日前に解雇の予告をする必要が

あります。 

 予告を行わない場合には，３０日分以上の平均賃金（＝解雇予告手当）を支払わなければなりません（予告

の日数が３０日に満たない場合には，その不足日数分の平均賃金を，解雇予告手当として支払う必要がありま

す。例えば，解雇日の１０日前に予告した場合は，２０日×平均賃金を支払う必要があります（労働基準法第２

０条）。 

 さらに，労働者が解雇の理由について証明書を請求した場合には，会社はすぐに労働者に証明書を交付し

なければなりません。（労働基準法第２２条）。 

 

 

 

 使用者が，不況や経営不振等の理由により，解雇せざるを得ない場合に人員削減のために行う解雇を整理

解雇といいます。これは，使用者側の事情による解雇ですから，次の事項に照らして整理解雇が有効か否か

厳しく判断されます。 

Ⅲ－３．解 雇 ・ 退 職 

○ 解雇（仕事を辞めさせられる） 

○ 整 理 解 雇 
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①人員削減の必要性
人員削減措置の実施が不況，経営不振等による企業経営上の十分な必要性に基づ

いていること。 

②解雇回避の努力 配置転換，希望退職者の募集等，他の手段によって解雇回避のための努力したこと。

③人選の合理性 整理解雇の対象者を決める基準が客観的，合理的で，その運用も公正であること。 

④解雇手続の妥当性
労働組合または労働者に対して，解雇の必要性とその時期，規模・方法について納得

を得るための説明を行うこと。 

 

 

  

 解雇と間違えやすいものに退職勧奨があります。退職勧奨とは，使用者が労働者に対し「辞めてほしい」「辞

めてくれないか」などと言って，退職を勧めることをいいます。これは，労働者の意見とは関係なく使用者が一

方的に契約の解除を通告する解雇予告とは異なります。退職勧奨に応じるかは労働者の自由であり，その場

ですぐ答える必要もありませんし，辞める意思がない場合は，応じないことを伝えることが大切です。 

 退職勧奨の場合は応じてしまうと，解雇と違って合理的な理由がなくても有効となってしまいます。多数回，長

期にわたる退職勧奨が，違法な権利侵害に当たるとされた裁判例もあるので，執拗に退職を勧められて対応

に困った場合には，労働組合や全国の都道府県労働局に相談しましょう。 

 なお，退職勧奨に応じて退職した場合には，自己都合による退職とはなりません。 

 

 

 
 

 労働者からの申し出によって労働契約を終了することを退職といいます。 

 一般的に，就業規則等に「退職する場合は退職予定日の１か月前までに申し出ること」というように定めてい

る会社も多いので，就業規則で退職手続がどうなっているか調べることも必要です。 

また退職の申し出にあたっては，契約期間の定めがある労働契約を結んでいた場合と，そうでない場合とで

法律上異なったルールが定められています。 

正社員等のように，あらかじめ契約期間が定められていない時は，労働者は少なくとも２週間前までに退職

届を提出する等の退職の申し出をすれば，法律上はいつでも辞めることができます（会社の就業規則に退職

手続きが定められている場合はそれに従って退職の申し出をする必要があります）。 

アルバイトでよくあるように，３か月間等あらかじめ契約期間に定めがある時（有期労働契約）は，契約期間

の満了前に退職することは契約違反ですから，やむを得ない事情がない限り，契約期間の途中で退職すること

はできません。 

○ 退 職 勧 奨 

○ 退職（仕事を辞める） 
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社会で働く人にとって「健康な体で働けるように健康管理を行う」ことは大切です。宇都宮市では健康づくり計画「健

康うつのみや 21」に基づいて，次のような事業を実施していますので，ぜひご利用ください。 

 

 

市民のみなさんの健康を守るために健康診査を実施しています。会社などで健診を受診する機会のない方は，年

に一度，健康診査で自分の健康状態をチェックしましょう。健診の種類は下記の表をご覧ください。 

集団健診の日程や会場は「健康づくりのしおり」，「広報うつのみや」または「市ホームページ」でご確認ください。個

別健診の受診できる医療機関も「健康づくりのしおり」や「市ホームページ」に掲載されております。なお，いわゆる「メ

タボ健診」，特定健康診査については，ご加入の医療保険者（健康保険証の発行元）にお尋ねください。     

               

 

 

 

 

料  金 

健診の種類 

 

内  容 

 
個 別 集 団 

受診できる人 

心電図検査  900 円 180 円 40 歳以上 

貧血検査 血液検査 1,000 円 20 円 40 歳以上 

眼底検査 眼底の血管撮影  80 円 40 歳以上 

胃部Ｘ線撮影 3,200 円 810 円 

胃がん検診 
胃部内視鏡 3,200 円  

40 歳以上 

個別健診は X 線撮影または内視鏡のいず

れかを選択できます。 

胸部Ｘ線撮影 1,000 円 420 円 40 歳以上  

肺がん検診 

 
Ｘ線+喀痰検査 1,700 円 950 円 

50 歳以上で喫煙指数 600 以上または 40 歳

以上で 6 か月以内に血痰のあった人のみ。

大腸がん検診 便潜血反応検査 850 円 340 円 40 歳以上 

ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ検査  780 円 40 歳以上の女性（隔年） 
乳がん検診 

視触診 650 円 400 円 30 歳代の女性ほか 

頸部細胞診 1,350 円 730 円 20 歳以上の女性 

子宮がん検診 

頸部+体部細胞診 2,600 円  
6 か月以内に不正性器出血,月経異常,褐色

帯下の症状があった人が受診できます。 

前立腺がん検診 血液検査 1,250 円 360 円 50 歳以上の男性 

肝炎ウィルス検診 
血液検査 

（Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス） 800 円 290 円 
40 歳以上で過去に受けたことのない人， 

または職場等で受ける予定のない人 

骨粗しょう症検診 超音波検査  450 円 満 40･45･50･55･60･65･70 歳の女性 

歯科健診 

歯周病，むし歯 

その他口腔内検査 

歯みがき指導 

1,000 円 1,000 円 満 40･45･50･55･60･65･70 歳 

お問い合わせ 保健所健康増進課 TEL ６２６－１１２９ 

○ 健 康 診 査 について 

Ⅳ－１． 職 場 に お け る 健 康 管 理

※ 集団健診：保健センターや地区市民センター等を会場に行う健診で，日時や会場を健康増進課に予約します。 

※ 個別健診：市内の病院・医療機関で個別に申し込んで受診する健診です。

Ⅳ．そ の 他 



- 32 - 

 

 

健康づくりに役立つ各種事業を行っています。詳しい内容や日程は「広報うつのみや」でお知らせします。 

★保健と福祉の総合相談 

市役所１階総合相談   TEL６３２－２９４１，上河内地域自治センター TEL６７４－３１３３ 

河内地域自治センター TEL６７１－３２０６，平石地区市民センター   TEL６６１－２６６７ 

富屋地区市民センター TEL６６５－３６９８，姿川地区市民センター   TEL６４５－４５３５ 

 

 

 

 

 

事 業 名 内 容・実 施 日・場 所 な ど 問 い 合 わ せ 先 

健康や生活習慣病 

の講座 

日常における生活習慣の改善や健康の保持を図るため各種講

座を実施します。平日働いていても参加しやすいよう，土・日曜

日開催の講座もあります。 

「広報うつのみや」でお知らせします。 

糖尿病食事療法 

教室 
栄養士による糖尿病食についての教室を行います。 「広報うつのみや」でお知らせします。

血圧計貸出 血圧の自己管理ができるよう，無料で血圧計をお貸しします。
宇都宮市保健センター 

TEL ６２７－６６６６ 

歯科健康相談 

歯科医師による入れ歯や歯

周病等,歯に関する相談，歯

科衛生士によるブラッシング

に関する相談を予約制で行い

ます。 

日程については「広報うつのみ

や」でお知らせいたします。 

宇都宮市保健センター 

TEL ６２７－６６６６ 

月～金曜日 

（祝日・年末年始を除く） 

午前９時～正午 

午後１時～４時 

保健所健康増進課 TEL ６２６－１１２６

上河内保健センターTEL ６７４－８７８７

河内保健センター  TEL ６７３－６３３７

保健と福祉の総合相談(下記参照) 
健康相談 

健診結果の見方や生活習慣

病の予防などに関する相談

を，電話または面接により，

保健師が個別にお受けしま

す。 

水曜日・祝日等の 

休館日を除く毎日 

午前９時～正午 

午後１時～４時 

宇都宮市保健センター 

TEL ６２７－６６６６ 

月～金曜日 

（祝日・年末年始を除く） 

午前９時～正午 

午後１時～４時 

保健所健康増進課 

TEL ６２６－１１２６ 

栄養相談 

食事の悩みや不安など栄養

に関する相談を，電話または

面接により，栄養士が個別に

お受けします。 

水曜日・祝日等の 

休館日を除く毎日 

午前９時～正午 

午後１時～４時 

宇都宮市保健センター 

TEL ６２７－６６６６ 

月曜日(祝日を除く)(要予約) 

午前９時３０分～午後３時 

※保健所で実施 
病態別栄養相談 

生活習慣病などの病気に応

じた食事療法について，主治

医の指示に基づき，管理栄養

士による個別相談を予約制で

行います。 

土・日曜日（要予約） 

午前９時３０分～午後３時 

※宇都宮市保健センターで実施

保健所健康増進課 

TEL ６２６－１１２６ 

○ 成人に関する保健事業について
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精神保健などに関する相談や教室を実施しています。詳しい内容や日程は「広報うつのみや」でお知らせしま

す。 

 

事 業 名 内             容 実 施 日 

精神科医師や 

精神保健福祉士による

相談（要予約） 

原則毎月第２・第４水曜日 

午後１時３０分～４時 

こころの健康相談 

 

 

こころの健康に関する不安

や悩みなどについて相談

に応じます。 
保健師による相談 

（面接相談は要予約）

月～金曜日 

（祝日・年末年始を除く） 

午前９時～正午・午後１時～４時

精神保健家族教室 
統合失調症患者の家族を対象に，病気の理解と家

族の対応について学習します。 

「広報うつのみや」でお知らせ 

します。 

こころの健康づくり講座 

こころの健康に関心を持ち，精神疾患などの初期症

状や前兆に対処できるように，また，こころの健康の

保持増進ができるよう講座を開催します。 

「広報うつのみや」でお知らせ 

します。 

うつ病予防教室 
うつ疾患への理解や予防の大切さについて理解を深

めることができるようにします。 

「広報うつのみや」でお知らせ 

します。 

こころの健康を考える会 

家族のアルコール問題で悩んだり，生きづらさを感じ

たりしている人同士の語りあい。 

参加希望者は事前に保健師が面接します。 

原則毎月第４金曜日 

午後２時３０分～４時 

 

お問い合わせ 保健所保健予防課 TEL ６２６－１１１４ 

● こころの健 康 相 談 について
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事業主の皆様へ･･･････意欲のある障がい者の方に働く場をお願いします。 

「障害者雇用促進法」では，「障害者雇用率」制度を設けて，障がい者の雇用の場の確保を進めています。 

 

 

 

企業等に対して，下記表の割合以上の身体障がい者・知的障がい者及び精神障がい者を常用労働者と

して雇用することが義務付けられています。 

 

機 関 等 法定雇用率 法定雇用率が適用される機関等の規模 

一般の民間企業 １．８％ 常用労働者数５６人以上の企業 
民間企業 

特殊法人等 ２．１％ 常用労働者４８人以上の特殊法人及び独立行政法人 

※ 重度身体障がい者又は重度知的障がい者については，それぞれ１人の雇用を持って障がい者２人を

雇用しているものとみなされます。 

 

 

 

 

 雇用障がい者数が法定雇用率（１．８％）に満たない場合事業主から，その雇用する障がい者が１人不足

するごとに１月あたり５万円（減額特例あり）を徴収します。 

障害者雇用促進法の改定により， 

平成２２年７月から，常用雇用労働者が２００人を超え３００人以下の事業主 

平成２７年４月から，常用雇用労働者が１００人を超え２００人以下の事業主 

に障害者雇用納付金制度の対象が拡大されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ 

・障がい者の方（就業相談・就業支援についての問合せ） 

       栃 木 障 害 者 職 業 セ ン タ ー     ＴＥＬ ６３７－３２１６ 

・障がい者を雇用する事業主の方（指導援助・各種給付金などについての問合せ） 

       栃木高齢・障害者雇用支援センター   ＴＥＬ ６１０－０６５５ 

○ 障害者雇用率制度とは？ 

○ 障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡大 

Ⅳ－２．障がい者の職業の安定と雇用の義務 
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＜特例子会社制度とは＞ 

 事業主が障がい者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し，一定の要件を満たしているとの厚生労働

省大臣の認可を受けた場合には，その子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみ

なして，実雇用率を算定できる制度です。 

 

★特例子会社に雇用されている労働者を親会社に合算して実雇用率を算定できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜特例子会社による事業主のメリット＞ 

・ 障がい者雇用における社会的責任の履行（法定雇用率の達成）による社会的イメージや信用度のアッ

プ 

・ 障がい者の定着率の向上 

 

＜特例子会社認定の要件＞ 

親会社の主な用件 子会社の主な用件 

子会社の意思決定機関

（株主総会等）を支配し

ていること 

１．株式会社または有限会社であること 

２．親会社からの役員派遣，従業員の出向等人的交流が緊密であること 

３．雇用される障がい者（身体障がい者，知的障がい者及び精神障がい者(精

神障害者保健福祉手帳所持者に限る)）が５人以上で，かつ子会社の全従業

員に占める割合が２０％以上であること 

  また，雇用される障がい者に占める重度身体障がい者，知的障がい者及

び精神障害者（精神障害者保健福祉手帳所持者に限る）の割合が３０％以上

であること 

４．障がい者の雇用管理を適切に行うに足りる能力を有していること（具体的

には，障がい者のための施設の改善，専任の指導員の配置等） 

５．その他，障がい者の雇用の促進及び安定が確実に達成されると認められ

ること 

 

○ 特例子会社制度

・ 意思決定機関の支配 

・ 役員派遣等 

親 会 社 子 会 社

お問い合わせ 

栃木労働局 職業安定部 職業対策課   電話番号：６１０－３５５７ 


